
個別法における「是正の要求の方式」の規定（例）について 

 

１）地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号） 

 

（是正の要求の方式）  

第四十九条 文部科学大臣は、都道府県委員会又は市町村委員会の教育に関する事務の管理及び執

行が法令の規定に違反するものがある場合又は当該事務の管理及び執行を怠るものがある場合に

おいて、児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていることその他の教育を受ける権利が侵

害されていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項若しくは第四項 

の規定による求め又は同条第二項の指示を行うときは、当該教育委員会が講ずべき措置の内容を

示して行うものとする。 

 

 

２）農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号） 

 

（是正の要求の方式）  

第五十九条 農林水産大臣は、次に掲げる都道府県知事の事務の処理が農地又は採草放牧地の確保

に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項の規定

による求めを行うときは、当該都道府県知事が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。  

一 ～二 （略） 

２ 農林水産大臣は、前項各号に掲げる都道府県知事の事務を地方自治法第二百五十二条の十七の

二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた場合において、当該市町村

の当該事務の処理が農地又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとし

て同法第二百四十五条の五第二項の指示を行うときは、当該市町村が講ずべき措置の内容を示し

て行うものとする。 

※ 以上の規定は未施行 

 

 

３）農業振興地域の整備に関する法律（昭和四十四年法律第五十八号） 

 

（農用地等の確保を図るための是正の要求の方式）  

第五条の三 農林水産大臣は、前条第一項の規定により提出を受けた資料により把握した目標の達

成状況が著しく不十分であると認める場合において、次に掲げる都道府県知事の事務の処理が農

用地等の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五

第一項の規定による求めを行うときは、当該都道府県知事が講ずべき措置の内容を示して行うも

のとする。  

一～四 （略）  

※ 以上の規定は未施行 

参考資料４ 


